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令和３年度答申第７９号  

令和４年３月２４日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第７７号（令和４年１月１８日諮問） 

審査庁  特許庁長官 

事件名  意匠登録出願却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、意匠法

（昭和３４年法律第１２５号）６条１項の規定に基づく意匠登録出願（意願ａ。

以下「本件出願」という。）をした審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」とい

う。）が指定された期限までに手続の補正をしなかったとして、意匠法６８条

２項において準用する特許法（昭和３４年法律第１２１号）１８条１項の規定

に基づき、本件出願を却下する処分（以下「本件出願却下処分」という。）を

したことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）意匠登録出願 

意匠法６条１項は、意匠登録を受けようとする者は、意匠登録出願人の

氏名等を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添

付して特許庁長官に提出しなければならないと規定する。また、意匠法施行

規則（昭和３５年通商産業省令第１２号）３条は、願書に添付すべき図面は、
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様式第６により作成しなければならないと規定する。 

（２）手続の補正 

意匠法６８条２項は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続

に、同項所定の特許法の規定を準用する旨規定する。同項において準用する

特許法１７条３項柱書き及び同項２号は、特許庁長官は、手続がこの法律又

はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているときは、相当の期間を

指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができると規定し、同条４

項は、手続の補正をするには、手続補正書を提出しなければならないと規定

する。 

（３）手続の却下 

上記（２）と同じく意匠法６８条２項において準用する特許法１８条１

項は、特許庁長官は、同法１７条３項の規定により手続の補正をすべきこと

を命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、

その手続を却下することができると規定する。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、令和２年４月９日、意匠に係る物品をＡとする意匠登録

出願（意願ａ）（本件出願）をした。 

（意匠登録願） 

（２）処分庁は、令和２年８月２５日付けの手続補正指令書（以下「本件手続

補正指令書」という。）をもって、意匠法６８条２項において準用する特許

法１７条３項の規定に基づき、審査請求人に対し、本件出願は、法令に定め

る要件を満たしていないとして、本件手続補正指令書の発送の日から３０日

以内に手続補正書の提出を命じた（本件手続補正指令書は、オンラインでの

送付手続が審査請求人の事情により完結せず、最終的には、同年１１月３０

日に、２度目の郵送により発送されたものの、審査請求人が受け取らなかっ

たことから、郵便局保管期間の経過により処分庁に返送された。）。本件手

続補正指令書には、手続補正書で補正すべき事項として、図面に不備がある

旨の記載があり、その注として、【正面、平面、左側面及び参考斜視を表す

図】の図中に４つの図が含まれているため、図が特定できないこと及び図を

特定するために図ごとに付される（【】）で１つの図を記載すること（意匠

法施行規則３条様式第６備考２２）、また、図中に意匠を構成しない引き出

し線と文字が描かれていること及び図形（参考図は除く。）の中に、内容を
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説明するための指示線、符号又は文字その他意匠を構成しない線、符号又は

文字を記入することは認められないこと（意匠法施行規則３条様式第６備考

７）が記載されていた。 

（審理員意見書、手続補正指令書、令和４年２月２１日付け審査庁主張書

面、令和４年３月４日付け審査庁主張書面） 

（３）処分庁は、令和３年１月１９日付けで、審査請求人に対し、同日現在、

本件手続補正指令書における指摘事項について補正をする手続補正書の提出

がない旨と、本件出願を維持するのであれば速やかに手続補正書を提出する

よう求める旨を通知した（その旨を記載する通知書は、オンラインでの送付

手続が審査請求人の事情により完結せず、最終的には、同年３月２３日に、

２度目の郵送により発送されたものの、審査請求人が受け取らなかったこと

から、郵便局保管期間の経過により処分庁に返送された。）。 

（審理員意見書、通知書（却下処分前通知）、令和４年２月２１日付け審査

庁主張書面、令和４年３月４日付け審査庁主張書面） 

（４）処分庁は、令和３年５月３１日付けで、審査請求人に対し、指定した期

間内に手続の補正がなかったとして、本件出願を却下する処分（本件出願却

下処分）をした（本件出願却下処分の通知書は、オンラインでの送付手続が

審査請求人の事情により完結せず、郵送による送付も審査請求人が受け取ら

なかったことから、同年７月１４日に、意匠法６８条５項において準用する

特許法１９０条において準用し、読み替えられた民事訴訟法（平成８年法律

第１０９号）１０７条１項の規定に基づく書留郵便等に付する送達の方法に

より発送された。それとは別途、普通郵便により、上記送達をする旨及び当

該書類について同条３項の規定により上記発送をした時に送達があったもの

とみなされる旨を通知する書面も発送された。）。 

（審理員意見書、出願却下の処分、令和４年２月２１日付け審査庁主張書

面、令和４年３月４日付け審査庁主張書面） 

（５）審査請求人は、令和３年８月３日、処分庁に対し、本件手続補正指令書

に対する手続補正書を提出した。 

（手続補正書（令和３年８月３日受付）） 

（６）審査請求人は、令和３年８月３日付けで、審査庁に対し、本件出願却下

処分を不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（７）審査庁は、令和４年１月１８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却
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すべきであるとして諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

以下の理由により本件出願却下処分の取消しを求める。 

（１）図中に４つの図が含まれていても、図を特定することは可能であるし、

結果として意匠を特定することも十分可能である。すなわち、図面を特定す

るために図ごとに付される「【】」で１つの図を記載することは必ずしも必

須ではなく、【正面、平面、左側面及び参考斜視を表す図】の図中に４つの

図が含まれていても十分意匠を特定することは可能である。また、図中に意

匠を構成しない引き出し線と文字が描かれていても、意匠を特定することは

十分可能である。 

（２）したがって、意匠法施行規則３条様式第６備考２２及び備考７の規定は、

意匠法６条の記載要件から出願人に要求される意匠特定の手法を必要以上に

限定しており、憲法３１条に規定する法定手続の保障から導出される比例原

則に反し、違法違憲である。 

（３）別途、手続補正書を既に提出しているので、本件出願却下処分を取り消

して本件出願を審査してほしい。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の判断は、審理員の意見は妥当であるとしているところ、審理員の意

見の概要は、以下のとおりである。 

本件出願に係る図面については、意匠法施行規則３条様式第６備考２２及び

備考７で定める方式に違反していたため、処分庁は、令和２年８月２５日付け

で、審査請求人に対し、本件出願に係る手続について、上記の方式違反を理由

として、意匠法６８条２項、特許法１７条３項の規定により、本件手続補正指

令書発送の日から３０日の期間（本件手続補正指令書再発送の日である同年１

１月３０日から令和３年１月４日まで。なお、意匠法６８条１項において準用

する特許法３条２項の規定により、同期間の末日は令和３年１月４日となる。）

を指定して、手続の補正を命じたが、指定した期間内に審査請求人が補正をし

なかったことが認められるから、意匠法６８条２項、特許法１８条１項の規定

によれば、本件出願却下処分は適法である。 

審査請求人は、第１の３（２）のとおり主張する。しかしながら、この点に

ついての判断は、原則として違憲立法審査権（憲法８１条）を有する裁判所に

委ねられた事項であり、本件審査請求においては、行政機関である処分庁は、
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意匠法施行規則の規定が憲法に適合していることを前提として法の執行を行う

べき立場にあるというべきである。したがって、審査請求人の主張は採用でき

ない。 

以上によれば、審査請求人の主張は理由がないから、棄却するのが相当であ

る。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、令和４年１月１８日、審査庁から諮問を受け、同年２月１０日、

同月２５日、同年３月１０日及び同月１８日の計４回、調査審議をした。 

また、審査庁から、令和４年１月２８日、同年２月２１日及び同年３月４日、

主張書面及び資料の提出を受けた。 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又は

不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件出願却下処分の違法性又は不当性について 

（１）意匠法上、物品に係る意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこ

れらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされ（２

条１項）、意匠登録を受けようとする者は、願書に意匠登録を受けようとす

る意匠を記載した図面を添付しなければならない（６条１項）。そして、意

匠権の設定登録があったときは、願書及び願書に添付した図面その他が意匠

公報に掲載される（２０条３項４号）とともに、意匠権の設定は意匠原簿に

登録され（６１条１項１号）、意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面は

意匠登録原簿の一部とみなされる（意匠登録令（昭和３５年政令第４１号）

３条２項）。また、登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面

に記載された意匠に基いて定めなければならず（意匠法２４条１項）、登録

意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求め

ることができる（同法２５条１項）。こうした規定からすると、願書に添付

される図面は、意匠登録出願の客体を表すものであるととともに、意匠登録

の査定を経て、意匠権の客体を表すものとして位置付けられているといえる。 

そして、願書に添付すべき図面は、意匠法を実施するために定められた

意匠法施行規則３条において、様式第６により作成しなければならないとさ

れている。本件出願時の様式第６（令和２年４月１日施行のもの。以下同

じ。）は、書類名を図面と規定するのみで、備考として、用紙の大きさ等の

ほか、①「図形（参考図の図形を除く。）の中には、（中略）内容を説明す
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るための指示線、符号又は文字その他意匠を構成しない線、符号又は文字を

記入してはならない。（中略）」（備考７）、②「立体を表す図面は、意匠

登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもって記載す

る。（略）」（備考８）、③「各図の上部には、その種類に応じ「【正面

図】」、（中略）「【左側面図】」、（中略）「【平面図】」、（中略）

「【斜視図】」、（中略）等の表示をする。これらの図が参考図である場合

は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とな

らないようにする。」（備考２４）などと規定する。様式第６がこのように

作図方法等を規定し、意匠法施行規則３条が出願に添付する図面は様式第６

により作成することを求めて、出願人の意思に委ねていないのは、出願審査

の便宜のためだけでなく、図形によって表された立体の形状等が意匠権の客

体であって、その形状等が第三者にとって正しく理解できるようにするため

と解され、上記の意匠法各規定の趣旨を踏まえたものといえるから、同条の

規定には合理性があるといえる。 

（２）ここで、本件出願に添付された図面をみると、図の上部に付された表示

は「【正面、平面、左側面及び参考斜視を表す図】」となっていて、当該表

示が附された図中には４つの図が含まれており、また、当該図中には、意匠

を構成しないと考えられる引き出し線と文字が描かれていることが認められ

る。これらの点を様式第６の備考の規定に照らすと、備考２４及び７の規定

に則していないといえるから、本件出願に添付された図面は様式第６により

作成されたものとは認められない。 

また、補正すべき事項を補正する手続補正書は、令和３年８月３日に提

出されており、本件出願却下処分の通知書が送達された時には補正されてい

なかったことが認められる。 

（３）次に、本件手続補正指令書は、審査請求人がこれを受け取らなかったこ

とから、処分庁に返送されているので（上記第１の２の（２））、審査請求

人が本件手続補正指令書を受け取らないまま、指定した期限内に手続の補正

がなかったとして本件出願却下処分をした点について検討する。 

一般に、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請につい

ては、その補正を求めるか、あるいは、当該申請に係る許認可等を拒否する

か、いずれかの対応をすべきところ、意匠登録出願については、意匠法が準

用する特許法の規定に従って、形式上の要件に適合しないものであっても直

ちに出願を拒否することなく、その補正を命じて出願者に補正の機会を与え
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（以下この命令を「補正命令」という。）（１７条３項２号）、補正されな

いときは重ねて補正を促す通知を発出する運用をし、それでも補正されない

ときは当該出願を却下する（１８条１項）という手順が踏まれている。こう

した規定によれば、出願に同法１７条３項２号所定の手続上の瑕疵がある場

合には、不適法のままとなっている出願をいたずらに放置することを許容す

る趣旨ではないものと解される。また、同法１８条１項による出願却下処分

の前に発せられる補正命令は、手続の補正をすべきことを命じて、その補正

の機会を与えるものであるから、名宛人に対して補正を促すにとどまるもの

であると解される（したがって、補正命令は、それによって名宛人の権利義

務を形成し、又はその範囲を確定するものとはいえないから、行政処分には

当たらない（その後の出願却下処分について争うことはできる。）。）。さ

らに、補正命令を記載する手続補正指令書は、意匠法が準用する特許法が準

用する民事訴訟法の送達に関する規定によって送達すべき書類に含まれてお

らず（特許法１８９条、特許法施行規則１６条２項参照）、送達の方法を定

める規定はないから、民事訴訟法１０７条３項のように発送の時に送達があ

ったものとみなされることはなく、処分庁としては通常とり得る方法により

発送するほかないことになる。 

こうした特許法１８条１項の趣旨、補正命令及び手続補正指令書の同法

上の位置付けを踏まえて本件の経過を検討すると、以下のとおりである。す

なわち、処分庁は、３度にわたり本件手続補正指令書を送付したが、審査請

求人はこれらをいずれも受け取らず（重ねて補正を促す通知も受け取らず）、

また、３度目の送付（書留郵便）に際しては、別途、宛先の郵便受けに配達

される普通郵便によって、「意願ａの手続補正指令書」と書類の名称を明示

して、本件出願に係る手続補正指令書を書留郵便で発送する旨を知らせてお

り（令和４年３月４日付け審査庁主張書面）、審査請求人に受け取ってもら

うべく慎重に手順を踏んで発送しているといえる。そして、そうした手順を

踏んでも、審査請求人は補正の機会を与える書類を受け取らず、本件出願は、

本件出願却下処分について送達があったとみなされるに至るまで（上記第１

の２の（４））、半年以上もの間不適法な出願のままとなっていたこと、さ

らに、特許法１８条１項は補正がなく不適法のままとなっている出願を放置

する趣旨ではないと解されることを踏まえれば、処分庁が、本件出願につい

て、指定した期限（本件手続補正指令書の発送の日から３０日）内に補正が

なかったと捉えて本件出願却下処分をしたことに違法又は不当な点はない。 
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（４）また、本件手続補正指令書をみると、図面に不備がある旨の記載の注の一

部として、「正面図、平面図及び左側面図は、１つの図の表示（「図の表示」

とは、図面を特定するために図ごとに付される「【】」）で１つの図を記載

してください（意匠法施行規則３条様式第６備考２２）。」と記載されてい

る。これを様式第６の備考の規定に照らすと、補正を求める内容（作図方法）

に誤りはないものの、その作図方法を定める規定として様式第６の備考２４

を記載すべきところ、備考２２と記載していると認められる。こうした誤っ

た記載をした理由について、処分庁は、備考の番号に改正があったにもかか

わらず、本件手続補正指令書に係る担当者が、作成している手続補正指令書

の定型文の更新を失念したまま起案し、決裁権者も改正前の備考番号であっ

たことを見落としたためとしている。確かに、令和２年４月１日に施行され

た意匠法施行規則の一部を改正する省令（令和２年経済産業省令第１４号）

による改正により、様式第６の備考には、改正前の備考２２よりも前に２つ

の規定が追加され、備考２２は備考２４に改められている。加えて、改正前

の備考２２への文言の追加を含め、様式第６の備考の改正内容は、画像と建

築物に係る意匠に関するものであって物品に関するものではなく、本件出願

に関わるものではない。 

そうすると、本件手続補正指令書は、補正すべき内容の記載に誤りはな

く、記載すべき備考の番号を直近の改正の前のものと取り違えたにすぎない

ということができるから、こうした記載のある本件手続補正指令書の発出を

含む本件出願却下処分の経過は、違法又は不当なものとまでは認められない。

なお、審査請求人が本件出願却下処分後に提出した手続補正書においては、

処分庁が本件手続補正指令書で求めたとおりの補正がされているから、記載

すべき備考の番号が誤っていても、補正すべき内容は結果として審査請求人

に伝わっていたということができる。 

ただし、本件出願に適用されるべき様式第６は令和２年４月１日に改正

されたものであることは明らかであり、意匠法又は同法に基づく命令で定め

る方式に違反しているとして補正を求める手続補正指令書において、上記の

ような安易な事務処理はあってはならない。この点については下記３（１）

において付言している。 

（５）以上のことから、本件手続補正指令書で指定した期限内に手続の補正が

なかったとして本件出願却下処分をしたことに違法又は不当な点は認められ

ない。 
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なお、審査請求人は、意匠法施行規則の規定が、意匠法６条から意匠登

録出願人に要求される意匠特定の手法を必要以上に限定しており、憲法３１

条に規定する法定手続の保障から導出される比例原則に反し、違憲である旨

主張するが、上記のとおり、意匠法施行規則３条の規定には合理性があると

いえる。また、審査請求人は、本件出願却下処分を取り消した上、提出して

いる手続補正書（令和３年８月３日受付）による補正を認めて、本件出願を

審査するよう求めていると解されるが、上記のとおり、本件出願却下処分に

違法又は不当な点は認められないから、審査請求人の主張は採用することが

できない。 

３ 付言 

（１）適用すべき法令について 

意匠登録出願に関する事件のうち、関係法令の改正がされているものに

ついては、手続の補正をすべきことを適正に命じる観点から、その改正前

後のどの規定が適用されるかを検討すること、その上で、これを手続補正

指令書に記載する場合には正しく表示することが基本であり、当該手続補

正指令書で指定した期間内に手続の補正がなかったとしてされた出願却下

処分の審査請求についても、適正な審理を実現する観点から、表示の正確

さの確認も含め上記のような検討が必要不可欠である。しかし、処分庁は、

本件手続補正指令書に、上記２（４）のとおり、表示すべき法令の条項等

の番号を誤って記載し、審理員及び審査庁は、事件記録をみても、適用さ

れるべき法令の検討をした形跡はなく、その誤った記載を前提に、それぞ

れ、審理手続を進めて審理員意見書を作成し、及び当該審理員意見書を踏

まえて審査庁としての判断をし諮問するに至ったものと認められる。こう

した記載のある本件手続補正指令書の発出を含む本件出願却下処分の経過

は、違法又は不当なものとまではいえないことは上記２（４）のとおりで

あるが、処分庁には、事件に適用される法令を確認して手続の補正を命ず

ることが当然求められるし、審理員及び審査庁には、漫然と処分庁の判断

を受け入れるのではなく、自ら適用される法令を確認して、それぞれ、審

理手続を進め、諮問することが必要であることは言うまでもない。処分庁、

審理員及び審査庁には真摯な対応が求められる。 

（２）送達の際の通知について 

本件出願却下処分の送達については、意匠法６８条５項において準用す

る特許法１９０条において準用し、読み替えられた民事訴訟法１０７条の規



 

10 
 

定に基づく書留郵便に付する方法により行われている（上記第１の２の（

４））。その際、審査請求人には、書留郵便等に付する送達をする旨と当該

書類について書留郵便等に付して発送した時に送達があったものとみなされ

ることが通知されている。この通知を直接根拠付ける規定は、特許等関係法

令には見当たらないが、民事訴訟法３条の規定に基づき定められた民事訴訟

規則（平成８年最高裁判所規則第５号）４４条には、書留郵便等に付する送

達をした場合に上記のような通知を義務付ける規定がある。他方、特許法施

行規則１６条３項には、就業場所における補充送達がされたときは送達を受

けた者に対し通知すべき旨が規定されており、これは、民事訴訟規則４３条

の規定と同様の内容となっている。そうすると、就業場所における補充送達

の場合と書留郵便等に付する送達の場合とでは、いずれも同じく民事訴訟法

の規定を準用する送達ではあるのに、当該送達がされたときの通知に関し、

特許等関係法令における根拠の有無に違いがあるということになる。これに

は、民事訴訟規則４３条は、平成８年の同規則の制定前は旧民事訴訟法（明

治２３年法律第２９号）に同様の規定があり、当時これを特許法において準

用していた一方、同規則４４条は、同規則の制定時に初めて明文化されたも

のであり、その制定前には旧民事訴訟法に規定はなく、特許法において準用

することができなかったという事情も影響しているものと思われる。しかし、

書留郵便等に付する送達の通知も、送達を受ける者の手続上の利益に配慮す

る観点から、特許等関係法令上に根拠を有する形で安定して行われることが

望ましい。処分庁には、特許法施行規則の次期改正の機会を捉まえて、民事

訴訟規則４４条と同様の規定を設けることにつき検討することが望まれる。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問 

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第３部会 

委   員   三   宅   俊   光 

委   員   佐   脇   敦   子 

委   員   中   原   茂   樹 
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